
天保年間（1830～1843）に平戸藩第10代藩主・松浦
煕（ひろむ）が領地内の名勝・奇勝地を選び、京都の
絵師、沢渡広繁に描かせ、「平戸地方八奇勝」として
照会したことが始まりである。「潮之目」、「福石山」、
「岩屋宮」、「眼鏡岩」、「石橋」、「潜龍水」、「大悲観」、
「髙巌」の八カ所の内、「潮之目」、「福石山」、「岩屋宮」、
「石橋」、「潜龍水」、「大悲観」、「髙巌」が国の指定を受
けている。


